
旅費規程 

昭和 57 年 6 月 13 日 制 定 

 平成 7 年 5 月 14 日 一部改訂 

平成 22 年 5 月 23 日 一部改訂 

令和 4 年 4 月 13 日 一部改訂 

 

総 則 

第１条 この規程は、一般社団法人北海道放射線技師会（以下、「当法人」という｡）の役員、委員ならびに職員等 

（以下、役職員という）が会務のために要する旅費および日当（以下、旅費等という）について規定する。 

旅費等の種類 

第２条 この規程でいう旅費とは、もっとも経済的な通常の経路ならびに方法による公共交通機関を利用した場合の

運賃ならびに料金および宿泊費とする。 

２ 旅費の算出基準は、旅行の時点での一般的方法にもとづき会長が定める。 

第３条 前項の宿泊費は、別表１の左欄の区分により右欄の金額を適用する。 

第４条 日当の額は別表２に定める。 

旅行の日数 

第５条 旅行に要する日数は、移動のために要した日および用務のため滞在した日を合計する。 

２ 前項の日数は会長が定めることが出来る。 

旅行命令 

第６条 第１条第１項の旅行命令権者は別表３に定める。ただし、旅行命令権者が不在の場合は、会長または副会長

が代決できる。 

２ 旅行命令を受けた者は、別記第１号様式の旅行命令簿を作成し、関係役員の決裁を受けなければならない。 

３ 旅費等の概算支給を受けようとする場合は、前項の旅行命令簿に「概算」と記載し、あらかじめ関係役員の

決裁を受け、旅行の完了後に精算を行わなければならない。 

第７条 他の団体（組織運営規程に定める支部及び職域団体等を含む）から依頼された用務の旅行で、依頼先から旅

費の支給を受ける場合は、この規程の一部または全部を適用しない。 

２ 前項により旅行する場合は、旅行命令簿の備考欄に「旅費等依頼者負担」と記入し、関係役員の決裁を受け

なければならない。 

軽易または定例の処理 

第８条 当法人役員ならびに委員が会務のため目的地に移動する場合で、かつ、その用務の処理が軽易または定例の

ものについては別表２の日当を支給する。 

旅費等の支給 

第９条 旅費等はすみやかに通貨をもって支給する。ただし、その者の指定する口座に送金することができる。 



附 則 

１この規程は、昭和 57 年６月 13 日から施行する。 

２この規程は、平成７年５月 14 日に改訂し平成７年４月１日から適用する。 

３この規程の改訂にともない別表１、２、３及び別記様式を定める。 

４この規程を改廃するときは、理事会の決議によらなければならない。 

５会長は理事会の承認を受け別表および別記様式を改正することができる。 

６この規程は、一般社団法人の設立の登記の日（平成 22 年 11 月 1 日）から施行する。 

７この規定は、令和 4年 4月 13 日に一部改訂し同日より施行する。 

別表１（第３条関係）宿泊費 

区  分 金  額 備    考 

北海道内 10,000 円 
 

北海道外 12,000 円 
 

 

別表２（第４条関係）日当の額 

金 額  備 考 

1,000 円 ①５時間以上。または､休日にかかるもの｡ 

②５時間未満は２分の１とする。 

③軽易、定例の事項による場合は２分の１

とする。 

※時間の算定は拘束時間とする。 

別表３（第６条関係）旅行命令権者 

役職員等 旅行命令権者 

会長、副会長、監事 会 長 

常務理事、理事、委員、事務局職員 副会長 

 

 

 

 

 

 

 



全体を変更、別記第２号様式は削除 

別記様式（第５条関係、旅行命令簿） 一般社団法人北海道放射線技師会 

旅費明細・領収書 

会 長 副会長 副会長 会 計 

    

 年 月 日 から 年 月 日（ 泊） 日間 

用 務 ： 目的地： 

旅行者の住所・職名・氏名 領収印 旅行命令権者職名氏名 

住 所 

印 

一般社団法人北海道放射線技師会 

会長 公印省略 
職 名 

氏 名 

請 求 金 額 支 給 金 額 

旅費の合計 ① 円 旅 費 円 

旅費の合計 ② 円 宿 泊 円 

 合 計 円 日 当 円 

 合 計 円 

内 

訳 

月 日 発 地 着 地 交通機関 交通費金額 宿泊金額 備 考 

        

        

        

        

        

合 計 

① ②  

請求年月日 年 月 日 請求者：氏名 印 

記入上の注意 

(1)内訳は個人が支払ったものを記載すること。 

(2)太枠の支給金額欄は記入しないこと。 

(3)自家用車による場合のガソリン代は、距離(Km)÷６（Km/㍑）×時 価(円/㍑) で計算する。 

(4)その他の費用は内訳欄に、金額は備考欄に記入する。 

(5)規定支給分については記入してあります。 

(6) 交通機関は公共の物が原則です。 


